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横浜市立大学附属病院救急科専門医研修プログラムについて 

1.理念と使命、特徴 

 救急患者が医療にアクセスした段階では緊急性の程度や罹患臓器についてはまだ不明の事が

殆どです。そのため患者の疾患に対しての安全確保には、何れの病態の緊急性にも対応できる

専門医が必要であり、救急科専門医という全ての緊急性に対応可能な医師の存在が国民にとっ

ては重要となります。 

また救急医療は集中治療室や手術室、患者の急変の現場などの院内の現場だけでなく、病院

前救急や災害医療などの現場においても必要とされています。 

 私たち救急科専門医の社会的責務は、医の倫理に基づき、急病・外傷・中毒などの疾病に関わ

らず、救急患者を速やかに受け入れ初期診療に当たり、必要に応じて適切な診療科の専門医と

連携し、迅速かつ安全に診断・治療を進めることにあります。さらに、救急搬送および病院連携の

維持・発展に関与することにより、地域全体の救急医療の安全確保の中核を担うことも重要な使

命です。 

 本研修プログラムの目的は、「国民に良質で安心な標準的医療を提供できる」救急科専門医を

育成することです。 

横浜市立大学附属病院は神奈川県に 4 つある特定機能病院の一つです。特定機能病院の役

割は高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修、高度な医療

安全管理体制になります。当院の救急は特定機能病院で診療しているかかりつけの患者の救急

搬送以外にも、横浜市金沢区周辺における救急患者を積極的に受けいれています。救急医が常

駐し、救急車で来院する患者を中心に内因性から外因性までの幅広い救急疾病を診療していま

す。外来診療だけではなく、重症患者に対しては集中治療管理を行い、軽症から中等症の患者で

救急科での入院管理が望ましいと判断した場合には救急病棟での治療を行います。救急受診か

ら退院までシームレスな診療を通して患者の病態把握だけでなく、特定機能病院として他専門診

療科と連携した「大学でしか経験できない疾患を多く経験する」ことができます。 

当科は ERを中心として活動していますが、環境因子や中毒、多発外傷など複数科にまたがる

疾患や複雑な病態および集中治療管理が必要な場合は当科で入院診療を行っています。2020
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年以降は重症 COVID19 肺炎の集中治療管理を引き受け、地域・社会に貢献するとともに一般救

急診療も継続しております。 

基礎研究チームも同じ施設に所属しており、毎週研究カンファレンスに参加し、研究マインドを

培っていくことができます。大学院生と話合うことで、どのように研究計画をたてていくのかなど、

自分が研究計画を立てるにあたって一つ一つ相談に乗ってもらえます。また臨床で発生した

Clinical Questionを研究に落とし込むことで、臨床→基礎研究→臨床へとつながることを直に体験

することができます。 

さらに当院では、院内診療にとどまらず、横浜消防航空隊と連携した航空救助医療にも関与し

ています。横浜ヘリポートに近接する立地を活かし、医師がヘリコプターに搭乗して現場医療に介

入する体制を構築しており、地上から空、そして院内へと切れ目なく医療をつなぐ役割を担ってい

ます。このような活動を通じて、従来の搬送後医療に加え、より早期からの重症患者への介入を

実現し、地域全体の救急医療の質向上に寄与しています。 

本研修プログラムを修了した救急科専門医は、急病や外傷の種類や重症度に応じた総合的判

断に基づき、必要に応じて他科専門医と連携し、迅速かつ安全に急性期患者の診断と治療を進

めるためのコンピテンシーを修得することができるようになります。また急病で複数臓器の機能が

急速に重篤化する場合、あるいは外傷や中毒など外因性疾患の場合は、初期治療から継続して

根本治療や集中治療においても中心的役割を担うことが可能となります。さらに臨床で発生した

Clinical Questionをベースに研究に落とし込み、研究面から臨床にどうやって生かしていくのかを

考える研究マインドを培うことが可能となります。横浜市金沢区という病院が複数ある区ではない

ため、地域ベースの救急医療体制、特に地域連携を通した地域の医療との関わりや災害拠点病

院であるための災害時の対応にも関与し、地域全体の安全を維持する仕事を担うことも可能とな

ります。 
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2．専門知識/技能の習得計画 

2-1 専門研修後の成果 

 本研修プログラムによる専門研修により、以下の能力を習得することができます。 

1. 傷病、緊急度を問わず、すべての救急患者に対して適切な初期診療を行うことができる。 

2. 複数の患者や傷病者に対して同時に診療をすることができ、優先度を判断することができる。 

3. 重症患者に対して集中治療を行うことができる。   

4. 他の診療科や医療職種と連携・協力し、良好なコミュニケーションの基で診療を進めることが

できる。 

5. 必要に応じて病院前診療を行うことができる。 

6. 病院前救護のメディカルコントロールを行うことができる。 

7. 災害医療において指導的立場を発揮できる。 

8. 救急診療に関する教育指導を行うことができる。 

9. 救急診療の科学的評価や検証を行うことができる。 

10. プロフェッショナリズムに基づき、最新の標準的知識や技能を継続して習得することができる。 

11. 救急患者の受け入れや診療に際して倫理的配慮を行うことができる。 

12. 救急患者や救急診療に従事する医療者の安全を確保できる。 

 

2-2到達目標（習得すべき知識・技能・態度など） 

専門知識 

 別紙の救急科研修カリキュラムに沿って専門知識を習得していただきます。これらの知識は研

修修了時に単独での救急診療を可能にすることを基本とするように必修水準と努力水準に分けら

れています。 

専門技能（診察、検査、診断、処置、手術など） 
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 別紙の救急科研修カリキュラムに沿って救命処置、診療手順、診断手技、集中治療手技、外科

手技などの専門技能を習得していただきます。これらの技能は、単独で実施できるものと、指導医

のもとで実施できるものに分けられています。 

学問的姿勢  

当プログラムでは、医師としてのコンピテンスの幅を広げるために、最先端の医学・医療を理解

すること及び科学的思考法を体得することを重視しています。以下に示す内容を通じて、学問的

姿勢の習得をしていただきます。 

1） 医学、医療の進歩に追随すべく常に自己学習し、新しい知識を習得する姿勢を指導医が伝授

します。 

2） 常に自分の診療内容を点検し、関連する基礎医学・臨床医学情報を探索し、EBMを実践する

指導医の姿勢を学んでいただきます。 

3） 学会・研究会などに積極的に参加、発表し、論文を執筆していただきます。指導医が共同発

表者や共著者と指導いたします。 

4） 更に、外傷登録やして心停止登録などの研究に貢献するため専攻医の皆さんの経験症例を

登録していただきます。この症例登録は専門研修修了の条件に用いることが出来ます。 

医師に必要な倫理性、社会性などの習得 

 救急科専門医としての臨床能力（コンピテンシー）には医師としての基本的診療能力（コアコンピ

テンシー）が含まれます。研修期間中に以下のコアコンピテンシーを習得できるように努めていた

だきます。 

1） 患者への接し方に配慮し、患者やメディカルスタッフとのコミュニケーション能力を磨くこと。病

院内のスタッフだけでなく救急隊や地域のクリニック医師、介護施設職員に対しても真摯な姿

勢で対応することができること。 

2） 自立して、誠実に、自律的に医師としての責務を果たし、周囲から信頼されること（プロフェッ

ショナリズム）。 

3） 医学的に十分な診療記録だけでなく、医療安全と多職種連携に有用となる適確な記載ができ

ること。 

4） 医の倫理、医療安全等に配慮し、患者中心の医療を実践できること。  
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5） 臨床から学ぶことを通して基礎医学・臨床医学の知識や技術を習得すること。  

6） チーム医療の一員として行動すること。 

7） 後輩医師やメディカルスタッフに教育・指導を行うこと。 

 

2-3 経験目標 

経験すべき疾患・病態 

みなさんが経験すべき疾患、病態は必須項目と努力目標とに区分されています。 

経験すべき診察・検査等 

みなさんが経験すべき診察・検査等は必須項目と努力目標とに区分されています。 

経験すべき手術・処置等 

みなさんが経験すべき手術・処置は以下のように区分されています。 

 ⅰ：基本手術・処置；術者として実施できる事が求められます。 

 ⅱ：それ以外の手術・処置；助手として補助できることが求められます。 

当プログラムでは適切な指導のもと、上記 1)～3)について十分な症例数の中で十分に経験す

る事ができる環境をみなさんに提供していきます。 

地域医療の経験（病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療など） 

 専攻医のみなさんは、原則として研修期間中に 3か月以上、研修基幹施設以外の病院で研修

し、周辺の医療施設との病診・病病連携の実際を経験していただきます。当院の研修連携施設は

横浜市立大学附属市民総合医療センター、国立病院機構横浜医療センター、横浜市立市民病

院、横須賀共済病院、横須賀市立総合医療センター、北里大学病院、島根大学医学部附属病

院、愛媛大学医学部附属病院、和歌山県立医科大学附属病院、横浜労災病院です。 

また、消防組織との事後検証委員会への参加、指導医のもとで救命士への特定行為指示を経

験する事などで、地域におけるメディカルコントロール活動に参加し理解を深めていただきます。 
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2-4 学術活動 

 臨床研究や基礎研究へも積極的に関わっていただきます。専攻医のみなさんは研修期間中に

筆頭者として少なくとも１回の専門医機構研修委員会が認める救急科領域の学会（日本救急医学

会、日本救急医学会関東地方会、日本臨床救急医学会、日本集中治療医学会、日本外傷学会、

日本中毒学会、日本熱傷学会、日本災害医学会など）における発表を私たちの指導のもと経験し

ていただきます。また、筆頭者として少なくとも１編の論文発表を指導いたします。更に日本救急

医学会ほか、外傷登録や心停止登録システム等を用いて皆さんの経験症例を登録することでこ

のような登録活動への理解を深めていただきます。 
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3．研修プログラムについて 

3-1 研修中の学習方法 

研修期間中の学習方法には、大きく分けて以下の 3つの方法があります。 

1. 臨床現場での学習 

 経験豊富な指導医が中心となり、救急科専門医や他領域の専門医とも協働して、専攻医のみな

さんに広く臨床現場での学習を提供します。 

① 救急診療や手術での実地修練（on-the-job training） 

② 診療科におけるカンファレンスおよび関連診療科との合同カンファレンス 

③ 抄読会や勉強会への参加 

④ 臨床現場でのシミュレーションシステムを利用した知識・技術の習得 

2. 臨床現場を離れた学習 

 国内外の標準的治療および先進的・研究的治療を学習するために、救急医学に関連する学術

集会、セミナー、講演会および JATEC、JPTEC、ICLS（AHA/ACLS を含む）、MIMMS、PEEC コー

スなどの Off-the-job training courseに積極的に参加していただきます。また、救急科領域で必

須となっている ICLS（AHA/ACLS を含む）コースが優先的に履修できるようにします。インストラク

ターコースでは指導法も学んでいただきます。 

 また、研修施設もしくは日本救急医学会やその関連学会が開催する認定された法制・倫理・安

全に関する講習にそれぞれ少なくとも１回は参加できる機会を用意いたします。 

3. 自己学習 

 専門研修期間中の疾患や病態の経験値の不足を補うために、日本救急医学会やその関連学

会が準備する「救急診療指針」、e-Learning などを活用した学習を病院内や自宅で利用できる機

会を提供します。効果的な学習ができるようサポートします。 

4. その他の学習として 
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・ 横浜消防航空隊との連携 

 当科では横浜消防航空隊と連携した航空救助医療にも関与しています。横浜ヘリポートに近接

する立地を活かし、医師がヘリコプターに搭乗して現場医療に介入する体制を構築しており、プレ

ホスピタルから院内診療まで一連の救急医療に連続して関与することが可能です。これにより、

重症外傷や特殊環境下における救急対応において、限られた情報と資源の中で迅速に意思決定

を行う能力や、多機関連携のもとで医療を実践する能力を習得することができます。さらに消防機

関との協働や継続的な訓練を通じて、地域における航空医療体制の理解を深め、救急医療の質

向上に寄与する実践力を養います。 

・ マスギャザリング（群衆発生イベント）医療支援 

 当プログラムでは横浜市内で行われるイベント(横浜シーサイドトライアスロンや横浜マラソン)に

救護班として参加していただきます。これらへの参加を通して集団災害発生の危険性や多数傷病

者発生時の対応について学んでいただきます。 

・ 抄読会や勉強会への参加 

 抄読会や勉強会への参加やインターネットによる情報検索の指導により、臨床疫学の知識や

EBMに基づいた救急外来における診断能力の向上を目指していただきます。 

・ 教育プログラムによる知識・技能の習得  

 横浜市立大学救急医学教室の教育関連ワーキンググループが中心となり作成した教育プログ

ラムを通じて、知識・技能の習得の場をみなさんに提供していきます。レクチャー、Simulation 

Trainingを用意しています。 

 毎月第 2木曜日に定期勉強会を開催し、救急医療に関する幅広いテーマについてレクチャーを

行います。それとは別に、毎年春と秋に simulation training行います。 

＜レクチャーの概要＞ 

 救急科専門医取得済み、もしくはそれと同等

以上の経験と知識を有すると見なされる上級医

がレクチャーを担当します。ER、集中治療から

外傷、マイナーエマージェンシー、災害医療な
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ど、幅広い分野を対象に、3 年間で約 36のテーマを取り扱います。救急医に求められる幅広い知

識を習得して頂きます。 

＜Simulation Trainingの概要＞ 

 手技の獲得には On-the-job trainingだけでなく、Off-the-job trainingの充実も欠かせません。

本プログラムでは、横浜市立大学のシミュレーションセンターなどを利用して、下記テーマの

Simulation Trainingを年に 2回実施します。春に開催予定の simulation trainingでは、ERや ICU

で頻度の高い手技を中心に 1日かけて習得して頂きます。秋の simulation trainingでは、ECMO

（特に PCPS）について挿入手技、トラブルシューティングなどを中心に学んでいただきます。 

 

3-2 専門研修中の年度毎の知識・技能・態度の修練プロセス 

(1) 専門研修1年目で習得すべき臨床能力と研修目標 

原則、横浜市立大学附属病院で1年間の研修になります。研修カリキュラムに沿った研修を行い

ながら、指導医とともに2年目以降の研修計画を立案していきます。 

救急外来診療や集中治療室・救急病棟での診療を行いながら、基本的知識・技能を習得していた

だきます。カンファレンスにおいてプレゼンテーションを積極的に行い、自身の考える患者の病態

や治療方針を指導医とともにディスカッションします。ICLSインストラクターを取得し、その後自分

で研修医に教えながら人に伝える教育方法を学ぶ機会を設けます。研究カンファレンスに参加し

ます。研究の知識や技能についても深め

るようにしてください。 

研修1年目終了時には、「自ら患者の問

題点を適切に上げ、それらを解決するた

めの治療方法などを考え、指導医へ相

談、指導を受けながら研修をする医師」を

目指します。 

(2) 専門研修2年目で習得すべき臨床能

力と研修目標 

連携施設で6か月、または12か月での研修を行っていただきます。研修カリキュラムに沿った研修

を行いながら、指導医とともに3年目以降の研修計画を立てます。 
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研修2年目終了時には、「1年時よりも知識を深めるだけでなく、後輩への指導をできる医師」を目

指します。 

(3) 専門研修3年目で習得すべき臨床能力と研修目標 

基幹施設もしくは連携施設での1年間の研修になります。基本的な研修内容は1年目および2年目

と同様です。もし不足している達成目標があれば、達成に向けて焦点を絞った研修を行うこともあ

ります。 

研修3年目終了時には、「チームの中で中心的役割を担え、また安全にも十分に配慮できる医師」

を目指します。 

研修ローテーションの例 

① 集中治療ver 

 

② 病院前医療ver 

 

③ 外傷外科ver 

 

 

学年 施設 期間

1年目 横浜市立大学附属病院 1年間

2年目 北里大学病院 1年間

3年目 横浜市立大学附属市民総合医療センター 1年間

学年 施設 期間

1年目 横浜市立大学附属病院 1年間

2年目 島根大学医学部附属病院(救命救急センター） 1年間

3年目 愛媛大学医学部附属病院（Dr.ヘリ研修） 1年間

学年 施設 期間

1年目 横浜市立大学附属病院 1年間

2年目 島根大学医学部附属病院（Acute Care Surgery講座） 1年間

3年目 横浜市立大学市民総合医療センター 1年間
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4.専門研修の評価について 

4-1 形成的評価 

 皆さんが研修中に自己の成長を知ることはとても重要なことです。コアコンピテンシー項目と救

急科領域の専門知識および技能の習得状況を形成的評価によって評価していきます。 

皆さんには、専攻医研修実績フォーマットに指導医のチェックを受け、指導記録フォーマットによ

るフィードバックで形成的評価を受けていただきます。 指導医は臨床研修指導医養成講習会もし

くは日本救急医学会等の準備する指導医講習会などで身につけた方法を駆使し、みなさんにフィ

ードバックいたします。  

次に、指導医から受けた評価結果を、年度の中間と年度終了直後に研修プログラム管理委員会

に提出していただきます。  

研修プログラム管理委員会はこれらの研修実績および評価の記録を保存し総括的評価に活か

すとともに、中間報告と年次報告の内容を精査し、次年度の研修指導に反映させます。 

 

4-2 総括的評価 

評価項目・基準と時期 

 専攻医のみなさんは、研修終了直前に専攻医研修実績フォーマットおよび指導記録フォーマット

による年次毎の評価を加味した総合的な評価を受け、専門的知識、専門的技能、医師として備え

るべき態度、社会性、適性等を習得したか判定されます。判定は研修カリキュラムに示された評

価項目と評価基準に基づいて行われます。 

評価の責任者 

 年次毎の評価は当該研修施設の指導責任者および研修管理委員会が行います。専門研修期

間全体を総括しての評価は専門研修基幹施設の専門研修プログラム統括責任者が行います。 

修了判定のプロセス 

 研修基幹施設の研修プログラム管理委員会において、知識、技能、態度それぞれについて評価

が行われます。修了判定には専攻医研修実績フォーマットに記載された経験すべき疾患・病態、
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診察・検査等、手術・処置等の全ての評価項目についての自己評価および指導医等による評価

が研修カリキュラムに示す基準を満たす必要があります。 

多職種評価 

 看護師、薬剤師、診療放射線技師、MSW

等の多職種のメディカルスタッフにより専攻

医のみなさんの日常的な業務の様子につい

ても評価をしていきます。看護師を含んだ２

名以上の担当者からの観察記録をもとに、

当該研修施設の指導責任者から各年度の

中間と終了時に専攻医研修マニュアルに示

す項目の評価を受けることになります。 
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5.施設群による研修プログラムおよび地域医療について 

5-1 施設群による研修プログラムについて 

 各研修施設群は、効果的に協力して指導にあたります。具体的には専攻医のみなさんの研修状

況に関する情報を定期的に共有しながら、救急症例の偏りを互いに補完しあい、専攻医のみなさ

んが必要とする全ての疾患・病態、診察・検査等、手術・処置等を経験できるようにします。 

 

5-2 地域医療・地域連携について 

 救急医療における地域医療・連携の重要なテーマの一つに病院前診療があります。地域の消

防機関との連携は専攻医にとって必須の研修項目となります。本研修プログラムにおいては、主

に以下の 2 点を通じて地域医療・地域連携を研修していただきます。 

1） 地域のメディカルコントロール協議会に参加、あるいは消防本部司令室に出向いて救急隊へ

の指示を出すこと、事後検証などを通して病院前救護の実情について学びます。 

2） ドクターカー（横浜市立大学市民総合医療センター、北里大学病院、島根大学医学部附属病

院、愛媛大学医学部附属病院）で救急現場への出動、あるいは災害派遣や訓練を経験するこ

とにより、病院外で必要とされる救急診療について学びます。 

3） ドクターヘリ（愛媛大学医学部附属病院、島根大学医学部附属病院）で救急現場への出動、

あるいは災害派遣や訓練を経験することにより、病院外で必要とされる救急診療について学

びます。 

 

5-3 施設間の標準化した指導内容の共有 

基幹施設と連携施設における標準化した指導内容の共有を目指すために、以下を考慮してい

ます。 

・ 研修基幹施設や連携施設において、専攻医を集めた勉強会や講演会、ハンズオンセミナーな

どを開催し研修基幹施設と連携施設の教育内容の共通化を図っています。更に、日本救急医

学会やその関連学会が開催する講演会やハンズオンセミナーなどに参加できるよう配慮しま

す。 
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・ 本プログラム統括責任者ならびに専門研修プログラム委員会構成員により、定期的にサイトビ

ジット（研修先病院訪問）を行い、カンファレンスの参加、研修内容の確認などを通して研修の

指導体制の質の管理を行っています。 

 

5-4 研究に関する考え方 

最先端の医学・医療を理解すること及び科学的思考法を体得することは医師としてのコンピテン

スの幅を広げるためにとても重要なことです。専門研修の期間中に臨床医学研究、社会医学研究

あるいは基礎医学研究に触れる機会を持つことが望まれます。本プログラムでは基礎研究に触

れながら研修することができます。 

 

5-5 診療実績基準（基幹施設と連携施設）［症例数・疾患・検査／処置・手術など 

専門研修施設群では専門研修の期間中にすべての専攻医が研修カリキュラムに示す基準数

を経験できる疾患・病態、診察・検査、手術・処置が必要です。本プログラムの専門研修施設群で

は、専門研修施設群の診療実績が研修カリキュラムに示す疾患・病態、診察・検査、手術・処置の

基準数に募集する専攻医の合計人数を乗じた必要数を十分に満たしています。 

診療実績は日本救急医学会が示す診療実績年次報告書の書式に従って、年度ごとに基幹施設

の研修プログラム管理委員会へ報告されます。 

卒後臨床研修において救急科領域の専門研修施設群で経験した診療実績は当該研修施設の

指導管理責任者の承認により含むことができます。  

研修プログラム統括責任者は専攻医の診療実績等の評価資料をプログラム終了時に日本救急

医学会に提出します。日本救急医学会は全ての専攻医の診療実績等の評価資料を記録・貯蔵し

ます。 

 

5-6 サブスペシャリティ領域との連続性について 

横浜市立大学附属病院での専門研修の中のクリティカルケア・重症患者に対する診療におい

て、集中治療領域の専門研修で経験すべき症例や手技、処置の一部を習得し、救急科専門医取

得後の集中治療領域研修に活かすことができます。 

 

5-7 救急科研修の中止・中断、プログラム異動、プログラム外研修の条件 

救急科領域研修委員会で示される専門研修中の特別な事情への対処を以下に示します。 
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1） 出産に伴う6ヶ月以内の休暇は、男女ともに1回までは研修期間として認めます。その際、出

産を証明するものの添付が必要です。 

2） 疾病による休暇は6か月まで研修期間として認めます。その際、診断書の添付が必要です。 

3） 週20時間以上の短時間雇用の形態での研修は3年間のうち6か月まで認めます。 

4） 上記項目1）,2）,3）に該当する専攻医の方は、その期間を除いた常勤での専攻医研修期間が

通算2年半以上必要になります。 

5） 大学院に所属しても十分な救急医療の臨床実績を保証できれば専門研修期間として認めま

す。ただし、留学、病棟勤務のない大学院の期間は研修期間として認められません。 

6） 専門研修プログラムとして定められているもの以外の研修を追加することは、プログラム統括

責任者および専門医機構の救急科領域研修委員会が認めれば可能です。ただし、研修期間

にカウントすることはできません。 
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6.研修プログラムの運営 

6-1 救急科専門研修プログラム管理委員会 

 専門研修基幹施設および専門研修連携施設が、専攻医の皆さんを評価するのみでなく、専攻医

の皆さんによる指導医・指導体制等に対する評価をお願いしています。この双方向の評価システ

ムによる互いのフィードバックから本研修プログラムの改善を目指しています。そのために、横浜

市立大学附属病院（専門研修基幹施設）に救急科専門研修プログラムと専攻医を統括的に管理

する救急科専門研修プログラム管理委員会を置いています。 

 

 救急科専門研修プログラム管理委員会の役割は以下のとおりです。 

1） 研修プログラム管理委員会は、研修プログラム統括責任者、研修プログラム連携施設担当者

等で構成され、専攻医および専門研修プログラム全般の管理と、研修プログラムの継続的改

良を行っています。 

2） 研修プログラム管理委員会では、専攻医及び指導医から提出される指導記録フォーマットに

もとづき専攻医および指導医に対して必要な助言を行っています。 

3） 研修プログラム管理委員会における評価に基づいて、研修プログラム統括責任者が修了の

判定を行っています。 

 

 プログラム統括責任者のもと、救急科専門研修プログラム管理委員会には以下の担当者が配

置されます。 

1） プログラム評価・改善担当 

2） ローテーション調整担当 

3） 就業環境関連担当 

4） 指導医研修計画担当 

 

 プログラム統括責任者の役割は以下のとおりです。 

1） 研修プログラムの立案・実行を行い、専攻医の指導に責任を負っています。 

2） 専攻医の研修内容と習得状況を評価し、その資質を証明する書面を発行します。 

3） プログラムの適切な運営を監視する義務と、必要な場合にプログラムの修正を行う権限を有
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しています。 

 

 本研修プログラムのプログラム統括責任者は下記の基準を満たしています。 

1） 横浜市立大学附属病院 救急科 部長補佐であり、救急科の専門研修指導医です。 

2） 救急科専門医として2回の更新を行い、17年の臨床経験を有しています。 

3） 過去5年間において救急医学に関する論文を約9編(共著含む)発表し、十分な研究経験と指

導経験を有しています。 

 

 本研修プログラムの指導医は日本専門医機構によって定められている下記の基準を満たし、救

急科専門研修プログラム管理委員会に参加します。 

1） 専門研修指導医は、専門医の資格を持ち、十分な診療経験を有しかつ教育指導能力を有す

る医師である。 

2） 救急科専門医として5年以上の経験を持ち、少なくとも1回の更新を行っている（またはそれと

同等と考えられる）こと。 

3） 臨床研修指導医養成講習会もしくは日本救急医学会等の準備する指導医講習会を受講して

いること。 

 

6-2 基幹施設の役割 

専門研修基幹施設は専門研修プログラムを管理し、当該プログラムに参加する専攻医および専

門研修連携施設を統括しています。以下がその役割です。 

1） 専門研修基幹施設は研修環境を整備する責任を負っています。 

2） 専門研修基幹施設は各専門研修施設が研修のどの領域を担当するかをプログラムに明示し

ます。 

3） 専門研修基幹施設は専門研修プログラムの修了判定を行います。 

 

6-3 専門研修管理委員会（連携施設での委員会組織） 

 専門研修連携施設は専門研修管理委員会を組織し、自施設における専門研修を管理します。

また、参加する研修施設群の専門研修基幹施設の専門研修プログラム管理委員会に担当者を出
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して、専攻医および専門研修プログラムについての情報提供と情報共有を行います。 

 

6-4 専攻医の就業環境について 

 本研修プログラムにおける研修施設の責任者は、専攻医のみなさんの適切な労働環境の整備

に努めるとともに、心身の健康維持に配慮いたします。 

そのほか、労働安全、勤務条件等の骨子を以下に示します。 

1） 勤務時間は週に 40 時間を基本とします。 

2） 研修のために自発的に時間外勤務を行うことは考えられることではありますが、心身の健康

に支障をきたさないように自己管理してください。 

3） 当直業務あるいは時間外診療業務に対して適切なバックアップ体制を整えて負担を軽減いた

します。 

4） 過重な勤務とならないように適切に休日をとれることを保証します。 

5） 給与規定は各施設の後期研修医給与規定に従います。 

6） 当直業務や時間外診療業務に対して、勤務施設の給与規定に従って対価を支給します。 

 

6-5 専門研修プログラムの評価と改善方法 

専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価 

 日本専門医機構の救急科領域研修委員会が定める書式を用いて、専攻医のみなさんは年度末

に「指導医に対する評価」と「プログラムに対する評価」を研修プログラム統括責任者に提出して

いただきます。専攻医のみなさんが指導医や研修プログラムに対する評価を行うことで不利益を

被ることがないことを保証した上で、改善の要望を研修プログラム管理委員会に申し立てることが

できるようになっています。専門研修プログラムに対する疑義解釈等は、研修プログラム管理委員

会に申し出ていただければお答えいたします。研修プログラム管理委員会への不服があれば、専

門医機構の専門研修プログラム研修施設評価・認定部門に訴えることができます。 

専攻医等からの評価（フィードバック）をシステム改善につなげるプロセス 

 研修プログラムの改善方策について以下に示します。 
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1） 研修プログラム統括責任者は報告内容を匿名化して研修プログラム管理委員会に提出し、

管理委員会は研修プログラムの改善に生かします。 

2） 管理委員会は専攻医からの指導医評価報告用紙をもとに指導医の教育能力を向上させるよ

うに支援します。 

3） 管理委員会は専攻医による指導体制に対する評価報告を指導体制の改善に反映させます。 

研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

 救急科領域の専門研修プログラムに対する監査・調査を受け入れて研修プログラムの向上に努

めます。 

1） 専門研修プログラムに対する専門医機構をはじめとした外部からの監査・調査に対して研修

基幹施設責任者および研修連携施設責任者が対応します。 

2） 専門研修の制度設計と専門医の資質の保証に対して、研修基幹施設責任者および研修連携

施設責任者をはじめとする指導医は、プロフェッショナルとしての誇りと責任を基盤として自律

的に対応します。 

3） 他の専門研修施設群からの同僚評価によるサイトビジットをプログラムの質の客観的評価と

して重視します。 

専攻医や指導医による日本専門医機構の救急科研修委員会への直接の報告 

 専攻医や指導医が本研修プログラムの専攻医指導施設やプログラム自体に大きな問題がある

と考えた場合（パワーハラスメントなどの人権問題も含む）、本研修プログラムの救急科専門研修

プログラム管理委員会を介さずに、直接下記の連絡先から日本専門医機構の救急科研修委員会

に訴えることができます。 

n 電話番号：03-3201-3930 

n e-mail アドレス：senmoni@isis.ocn.ne.jp 

n 住所：東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム D棟 3階 
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7.専門研修実績記録システム、マニュアル等について 

7-1 研修実績および評価を記録し、蓄積するシステム 

 計画的な研修推進、専攻医の研修修了判定、研修プログラムの評価・改善のために、専攻医研

修実績フォーマットと指導記録フォーマットへの記載によって、専攻医の研修実績と評価を記録し

ます。これらは基幹施設の研修プログラム管理委員会と連携施設の専門研修管理委員会で蓄積

されます。 

 

7-2 医師としての適性の評価 

 指導医のみならず、看護師を含んだ 2名以上の多職種も含めた日常診療の観察評価により専

攻医の人間性とプロフェッショナリズムについて、各年度の中間と終了時に専攻医研修マニュア

ルに示す項目の形成的評価を受けることになります。 

 

7-3 プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備 

 研修プログラムの効果的運用のために、日本専門医機構の救急科領域研修委員会が準備する

専攻医研修マニュアル、指導医マニュアル、専攻医研修実績フォーマット、指導記録フォーマット

などを整備しています。 

 

7-4 専攻医研修マニュアル 

 救急科専攻医研修マニュアルには以下の項目が含まれています。 

1） 専門医資格取得のために必要な知識・技能・態度について 

2） 経験すべき症例、手術、検査等の種類と数について 

3） 自己評価と他者評価 

4） 専門研修プログラムの修了要件 

5） 専門医申請に必要な書類と提出方法 
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6） その他  

 

7-5 指導者マニュアル 

 救急科専攻医指導者マニュアルには以下の項目が含まれています。 

1） 指導医の要件 

2） 指導医として必要な教育法 

3） 専攻医に対する評価法 

4） その他 

 

7-6 専攻医研修実績記録フォーマット 

 診療実績の証明は専攻医研修実績フォーマットを使用して行います。 

 

7-7 指導医による指導とフィードバックの記録 

 専攻医に対する指導の証明は日本専門医機構の救急科領域研修委員会が定める指導医によ

る指導記録フォーマットを使用して行います。 

1） 専攻医は指導医・指導責任者のチェックを受けた専攻医研修実績フォーマットと指導記録フォ

ーマットを専門研修プログラム管理委員会に提出します。 

2） 書類作成時期は毎年 10月末と 3月末です。書類提出時期は毎年 11月（中間報告）と 4月

（年次報告）です。 

3） 指導医による評価報告用紙はそのコピーを施設に保管し、原本を専門研修基幹施設の研修

プログラム管理委員会に送付します。 

4） 研修プログラム管理委員会では指導医による評価報告用紙の内容を次年度の研修内容に

反映させます。 

 



26 

 

7-8 指導者研修計画（FD）の実施記録 

 専門研修基幹施設の研修プログラム管理委員会は専門研修プログラムの改善のために、臨床

研修指導医養成講習会もしくは日本救急医学会等の準備する指導医講習会への指導医の参加

記録を保存しています。 
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8.専攻医の採用と修了 

募集定員：2名/年 

日本救急医学会の定める基準 

日本救急医学会の基準では、全ての専攻医が十分な症例および手術・処置等をできるように、各研

修施設群の指導医あたりの専攻医募集定員の上限は1人/年とし、1人の指導医がある年度に指導を

受け持つ専攻医数は3人以内と決められています。また、募集定員を決めるに当たっては、研修施設

群で経験できる症例数や、過去3年間における研修施設群の専攻医受け入れ実績を考慮しなければ

ならないとされています。 本研修プログラムにおいては、指導医数、症例数、過去の実績を考慮、ま

た研修医に十分な指導を与えることができる適切な人数を考えた結果、毎年の専攻医募集定員は2名

とさせていただきました。 

 

採用方法 

 救急科領域の専門研修プログラムの専攻医採用方法を以下に示します。 

1） 研修基幹施設の研修プログラム管理委員会は研修プログラムを毎年公表します。 

2） 研修プログラムへの応募者は前年度の定められた日時までに研修プログラム責任者宛に所

定の様式の「研修プログラム応募申請書」および履歴書を提出して下さい。 

3） 研修プログラム管理委員会は書面審査、および面接の上、採否を決定します。 

4） 採否を決定後も、専攻医が定数に満たない場合、研修プログラム管理委員会は必要に応じ

て、随時、追加募集を行います。 

5） 専攻医の採用は、他の全領域と同時に一定の時期で行います。 

 

研修開始届け 

 研修を開始した専攻医は、以下の専攻医氏名を含む報告書を、本研修プログラム管理委員会

(qq_sec@yokohama-cu.ac.jp)および、日本専門医機構の救急科研修委員会(senmoni-

kensyu@rondo.ocn.ne.jp)に提出します。 

1） 専攻医の氏名と医籍登録番号、日本救急医学会員番号、専攻医の卒業年度、専攻医の研修

開始年度（初期臨床研修 2 年間に設定された特別コースは専攻研修に含まない） 
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2） 専攻医の履歴書 

3） 専攻医の初期研修修了証 

 

修了要件 

 専門医認定の申請年度（専門研修 3 年終了時あるいはそれ以後）に、知識・技能・態度に関わ

る目標の達成度を総括的に評価し総合的に修了判定を行います。 

 

修了判定について 

 本研修プログラム管理委員会において、専門医認定の申請年度（専門研修 3 年終了時あるい

はそれ以後）に、知識・技能・態度に関わる目標の達成度を総括的に評価し総合的に修了判定を

行います。修了判定には専攻医研修実績フォーマットに記載された経験すべき疾患・病態、診察・

検査等、手術・処置等の全ての評価項目についての自己評価および指導医等による評価が研修

カリキュラムに示す基準を満たす必要があります。 

 

専攻医が研修プログラムの修了に向けて行うべきこと 

 本研修プログラム管理委員会において、知識、技能、態度それぞれについて評価を行います。

専攻医は所定の様式を専門医認定申請年の規定の日時までに専門研修プログラム管理委員会

に送付してください。研修プログラム管理委員会が修了判定を行い、研修証明書を専攻医に送付

します。研修プログラムの終了により日本救急医学会専門医試験の第 1次（救急勤務歴）審査、

第 2次（診療実績）審査を免除されるので、専攻医は研修証明書を添えて、第 3次（筆記試験）審

査の申請を行います。 
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9．各研修施設群の紹介 

研修施設群について 

 【専門研修基幹施設】 

・ 横浜市立大学附属病院 

 【専門研修連携施設】 

・ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

・ 国立病院機構横浜医療センター 

・ 横浜市立市民病院 

・ 横須賀共済病院 

・ 横須賀市立総合医療センター 

・ 北里大学病院 

・ 島根大学医学部附属病院 

・ 愛媛大学医学部附属病院 

・ 和歌山県立医科大学附属病院 

・ 横浜労災病院 

 

研修施設詳細 

 各研修施設詳細について示します。なお、各施設における研修期間中の給与、身分、勤務時

間、社会保険、宿舎、健康管理、研修・学会参加の費用補助などについては、各施設の職員規定

に準じるものとします。 
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横浜市立大学附属病院救急科専門研修プログラム研修施設概要 

横浜市立大学附属病院 （基幹施設） 

＜病院機能＞ 災害拠点病院、日本救急医学会専門医指定施設、日本集中治療医学会専門医研修施設 

＜常勤専門医＞ 日本救急医学会救急科専門医 4 名、日本救急医学会指導医 2 名 

救急車搬送件数：約 4500 台/年 救急外来受診患者総数 約 8500 人/年 

＜当施設の特徴＞ 当科の救急専従医は初期診療から根治的治療、入院診療に従事しています。特定機能病

院の救急科として、各専門科と連携しながら重症病態の入院管理を実施、院内専門各科との連携も非常に良好

であり、コンサルトを通じて各専門分野の知識の向上につながっています。また大学院、研究機関を併設した大

学病院として基礎研究にも積極的に取り組んでおり、アメリカで基礎研究に従事していた医師の指導のもと若手

にも積極的に基礎研究に関与しています。現在は敗血症、心筋炎、ARDS といった急性期病態の解析に取り組

み、基礎医学を元にした治療戦略の開発にも関わることが出来ます。若手には積極的に英語論文での症例報

告をしてもらい、その指導を受けられます。また当大学はシミュレーションセンターを有しており、初期研修医の

ICLS を上級医と一緒に教えることで自身もインストラクターの資格をとることができます。学生教育に関与するこ

とで人と人の接し方や教育概念を学ぶことができます。大学病院に隣接した場所に横浜市消防ヘリポートがあ

り、遠隔地からの各専門科への転院搬送の際にもヘリ搬送のマネージメントを救急科が関わっており病院前救

急医療に関する技術・知識の習得も可能です。 

 

時間 ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

8:00 プレラウンド

8:30 カンファレンス、外来患者、新規⼊院患者引継ぎ

9:00 病棟回診（⽔曜⽇は9:20〜教授回診）

救急⾞対応
病棟対応

10:00 重症病床カンファレンス

10:15

救急⾞対応
病棟対応

ICLS
（2回/⽉）

スタッフミーティング

救急⾞対応
病棟対応

11:00 研究ミーティング

13:00

学⽣教育

16:00 カンファレンス、外来振り返り

17:00 当直者へ申し送り、病棟回診

救急⾞対応＋病棟対応
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横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター (連携病院) 

＜病院機能＞ 高度救命救急センター、横浜市重症外傷センター、災害拠点病院、日本救急医学会専門医指

定施設、日本救急医学会指導医指定施設、日本集中治療医学会専門医研修施設、日本外傷専門医研修施

設、日本熱傷学会専門医認定研修施設 

＜常勤専門医＞ 日本救急医学会指導医3名、日本救急医学会救急科専門医４名、日本集中治療医学会専門

医、日本循環器学会専門医、麻酔科学会専門医、日本外科学会専門医、日本整形外科学会専門医、日本形成

外科学会専門医、精神科専門医ほか 

救急車搬送件数：約3600/年 救急外来受診患者総数 6400人/年 

＜当施設の特徴＞ 横浜・横須賀地域では唯一の高度救命救急センターであり、横浜市が指定する重症外傷

センターの一つです。最後の砦として、外傷、内因性疾患、中毒などの様々な重症患者の治療を行っています。

集中治療専門医も多数在籍するだけでなく、救命救急センター内には外科、脳外科、整形外科、形成外科、循

環器内科、精神科の各専門医も専従しており、ともに診療にあたっています。各専門医とともに仕事をすること

で領域横断的な考え方や、専門治療の優先順位の調整など非常に多くのことを学ぶことができます。さらに看

護師、リハビリ、薬剤部、ソーシャルワーカー等との多職種カンファレンスを連日行い、充実したチーム医療を実

践しています。災害拠点病院として消防、行政と連携し、多数機関合同の災害対応訓練の企画・運営から参加

しています。また今後は重症呼吸不全に対する ECMO症例を集約化し、ECMOセンターとしての役割を確立し

ていきます。 
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国立病院機構横浜医療センター（連携病院） 

＜病院機能＞ 救命救急センター、災害拠点病院、日本救急医学会専門医指定施設、日本救急医学会指導医

指定施設、日本集中治療医学会専門医研修施設 

＜常勤専門医＞ 日本救急医学会指導医1名、日本救急医学会救急科専門医4名、日本集中治療医学会専門

医、日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科学会専門医 

救急車搬送件数：約5000台/年 救急外来受診患者総数 14000人/年 

＜当施設の特徴＞ 横浜医療センター救命救急センターは、横浜市の救命救急センターの一つとして、内因性

疾患から外傷・中毒まで幅広い救急患者を受け入れ、救急医が常駐する体制のもと初期診療を担っています。

外来診療にとどまらず、重症患者に対する集中治療や、軽症から中等症に対する入院管理まで救急科が一貫

して関与しており、救急受診から退院まで連続した診療を経験できる点が特徴です。こうした診療を通じて、病態

のみならず社会的背景も含めた総合的な視点を養うことができます。 

また2017年よりドクターカーを導入し、現場出動や院内外の急変対応など病院前診療にも積極的に関与してい

ます。これにより、限られた情報と時間の中で意思決定を行う実践的能力や、地域医療との連携を意識した救

急医療を学ぶことが可能です。地域の中核施設として搬送受け入れや医療連携にも関わり、幅広い急性期医

療を経験できる環境を有しています。 
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横浜市立市民病院（連携病院） 

＜病院機能＞ 三次救急医療施設（救命救急センター）、ドクターカー配備、基幹災 

害拠点病院（神奈川 DMAT 指定病院） 、日本集中治療医学会専門医研修施設など 

＜常勤専門医＞ 救急科専門医4名 

救急車搬送件数：6500台/年 救急外来受診患者総数 20000人/年 

＜当施設の特徴＞ 横浜市立市民病院救命救急センターは、ER型救命救急センターとして一次から三次まで

のすべての救急患者を救急医が統括して診療する体制を特徴としており、幅広い救急症例を一貫して経験でき

る環境を有しています。ER診療を中心としながら、集中治療や重症外傷・熱傷といった高度救急医療も組み合

わせて研修できる構造となっており、急性期に強いジェネラリストとしての基礎を体系的に身につけることが可能

です。 

また2020年の新病院移転に伴い救急ワークステーションが併設され、ドクターカー運用を含めたプレホスピタル

ケアが充実しており、病院前からER、さらに集中治療へと連続した救急医療に関与することができます。 

このように、救急医としての基本であるER診療とプレホスピタル領域を軸にしつつ、重症管理や専門領域への

発展まで見据えた柔軟な研修が可能であり、幅広い対応力と専門性を併せ持つ救急医の育成に適した施設と

いえます。 
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横須賀共済病院（連携病院） 

＜病院機能＞ 三次救急医療施設（救命救急センター）、災害拠点病院、日本救急医学会専門医指定施設、地

域メディカルコントロール（MC）協議会中核施設 

＜常勤専門医＞ 救急科専門医5名、その他の専門診療科専門医師（日本集中治療医学会専門医、日本外科

学会専門医、ほか） 

救急車搬送件数：12673台/年 救急外来受診患者総数 16478人/年（2022年度） 

＜当施設の特徴＞ 横須賀共済病院救命救急センターは、三浦半島における中核病院として「救急全応需」を

掲げ、軽症から重症まであらゆる救急患者を24時間365日受け入れている点が大きな特徴です。年間1万件を

超える救急搬送を背景に、多種多様な症例を経験することができ、幅広い臨床能力を実践的に身につけること

が可能です。 

診療体制としては、初期診療から根治的治療、集中治療を含めた入院管理、さらには退院まで救急科が一貫し

て関与しており、専門領域にとらわれない網羅的なアプローチを実践しています。また多職種と連携したチーム

医療を重視しており、コミュニケーションを基盤とした実践的な救急医療能力を養うことができます。 

さらに本施設では「守る救急と攻める救急」を理念に掲げ、すべての急変・急病に対応する広い守備範囲と、多

職種連携による医療の質向上を両立させる姿勢を重視しています。このような環境の中で、軽症から重症まで

切れ目なく対応する総合力と、自ら考えて行動できる救急医としての実践力を養うことができる施設です。 
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横須賀市立総合医療センター（連携病院） 

＜病院機能＞ 三次救急医療施設、周産期医療センター、地域支援病院、災害協力病院、地域メディカルコント

ロール協議会中核施設 

＜常勤専門医＞ 救急科指導医1名、救急科専門医6名 

救急車搬送件数：7000件以上/年 救急外来受診患者総数 約13000人/年 

＜当施設の特徴＞ 横須賀市立総合医療センター救命救急センターは、三浦半島における救急医療の中核と

して、軽症から重症まで診療科や年齢を問わずあらゆる救急患者を受け入れ、初期診療から入院管理まで一

貫して対応する体制を特徴としています。救急総合診療部として各専門診療科と密接に連携しながら診療を行

うことで、幅広い病態に対する初期対応能力と適切なコンサルテーション能力を養うことが可能です。 

また本施設では、救急外来診療のみならず、集中治療や病棟管理、さらには病院前診療やメディカルコントロー

ル、災害医療まで含めた包括的な救急医療を学ぶことができます。複数患者への同時対応や現場マネージメン

ト能力の習得が重視されており、「どこでも働ける救急医」の育成を理念として、実践的かつ総合的な能力を身

につけることができる環境が整っています。
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北里大学病院（連携病院） 

＜病院機能＞ 三次救急医療施設、災害拠点病院、ドクターカー配備、県北・県央メディカルコントロール（MC）

協議会中核施設、日本救急医学会指導医指定施設・救急科専門医指定施設、、日本集中治療医学会専門医

研修施設、日本外傷学会外傷専門医研修施設、日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設  

＜常勤専門医＞ 専門研修指導医 10 名、救急科専門医 13名、日本救急医学会指導医 3名、集中治療専

門医 5 名、その他の診療科専門医（循環器内科 3名、消化器内科 1名、脳神経外科 3名、整形外科 2 名、

一般外科 2 名、形成外科 1名、小児科 1名）  

＜救急車搬送件数（救命救急・災害医療センター）＞：2437 件/年 

＜当施設の特徴＞ 完結型救命救急センターのため救急に関わるすべての知識・手技が取得可能 

1. 救急外来症例（主に三次救急）の初療  

2. 救急 ICU・病棟入院症例の管理  

3. 病院前診療（ドクターカー、MC）  

4. 根本治療への参加（手術、IVR、内視鏡）  

5. 初期研修医への指導  

6. 臨床研究・調査、学会発表、論文執筆  

7. Off-the-job training course への参加 

＜週間スケジュール＞ 
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島根大学医学部附属病院（連携病院） 

＜当施設の特徴＞ 本研修プログラムでは、救命救急センター（救急医学講座）、または高度外傷センター

（Acute Care Surgery講座）のいずれかに所属して救急研修を進めていきます。いずれに所属してもローテーシ

ョンにより同様の研修を行うことが出来ますが、将来のキャリアプランを考えて専攻医が所属を選択できるように

なっています。臨床業務はいずれも二交代となっています。 

■救命救急センターでの臨床研修■ 

(1) 救急診療における初期診療と手技，手術での実地修練（on-the-job training） 

(2) 回診やカンファレンスおよび関連診療科との合同カンファレンスに参加し症例発表 

(3) 専攻医対象の抄読会や勉強会への参加 

 

◎ 救命救急センターの標準的週間予定表 

時間 月 火 水 木 金 土 日 

8:00     勉強会         

9:00 救急症例カンファレンス 

10:00 総回診 HCU回診 総回診 HCU回診 

12:00 救命救急センター 

初期診療 

病棟管理 

18:00 
      

合同勉強

会 
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■高度外傷センターでの臨床研修■ 

(1) 救急診療における初期診療と手技，手術での実地修練 

(2) 外傷初期診療の実践と蘇生的治療(手術を含む) 

(3) 入院患者の集中治療と病棟管理、HCU管理 

(4) 1日2回の病棟申し送りと回診や総合カンファレンスおよび関連診療科合同カンファレンスへの参加 

(5) ドクターカーおよび防災ヘリでの病院前救急診療 

(6) 専攻医対象の抄読会や勉強会への参加 

 

◎ 高度外傷センターの標準的週間予定表 

時間 月 火 水 木 金 土 日 

7:30    総合カン

ファレンス

（抄読会） 

         

8:30 申し送り 申し送り 

9:30 ICU・HCU・救命病棟回診 

10:00 救命救急センター・高度外傷センター 

救急初期診療・手術 

ドクターカー・防災ヘリでの病院前診療 

重症部門および病棟管理 

17:30 申し送り 

 

 

２）臨床現場を離れた学習（off-the-jobトレーニング） 

国際的視点での標準的治療と先進的研究内容を学習するため、救急医学に関連する学術集会、セミナーおよ

び講演会等に参加します。さらに、救急医学に関連するoff-the-jobトレーニングコースの受講を行います。特に
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当院には、外傷外科における教育コースであるSSTTコースや周産期初期診療トレーニングコースであるPC3に

関しては、その開発に中心的役割を果たした医師が複数名指導医として所属しており、積極的に受講・学習でき

る体制を維持しています。希望者にはインストラクターとしての参加が出来るよう，指導法学習の機会を提供し

ています。また、当院のシミュレーションセンターでのトレーニングも常置可能です。具体的には以下の内容を修

練します。 

 

(1) 救急医学に関連する学術集会、セミナー、講演会への参加 

(2) JATEC 、JPTEC 、ICLS(AHA/ACLS を含む)、SSTT、MCLSコース、PC3の受講 

(3) 上記コースの指導者（インストラクター）としての参加 

(4) 研修施設もしくは日本救急医学会や関連学会が開催する認定された法 

制・倫理・安全に関する講習会へそれぞれ少なくとも年1回以上参加できるように配慮します。 

(5) 災害訓練への参加 

  なお、上記学習における費用は医局が負担します。 

 

３） 自己学習を支えるシステム 

(1) 日本救急医学会やその関連学会が作成するe-Learning などを活用して 病院内や自宅で学習する環境を

用意しています。 

(2) 基幹施設である島根大学医学部には図書館があり多くの専門書と製本された主要な文献、インターネットに

よる文献および情報検索が学外からも可能で，指導医による指導が随時行なわれます。 

(3) 当院併設のシミュレーションセンターや教育ビデオなどを利用したトレーニングを実施しています。 
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愛媛大学医学部附属病院（連携病院） 

＜病院機能＞  

救急科領域関連病院機能：三次救急医療施設、愛媛県災害拠点病院、地域メディカルコントロール（MC）協議

会中核施設、原子力災害拠点病院、日本救急医学会指導医指導施設、愛媛県ドクターヘリ基幹連携病院、ドク

ターカー配備 

＜常勤専門医＞ 

指導者：研修プログラム統括責任者 佐藤格夫、日本救急医学会指導医3名、日本救急医学会専門医7名、他、

日本整形外科専門医、日本外科専門医、集中治療専門医など 

大学病院救急車搬送件数：   750件／年 

大学病院救急外来受診者数： 1200例／年 

研修部門：救急室、救急部病棟、集中治療室、Subspecialityを見据えたIVR, 外科、整形外科、内科、小児科な

ど積極的に勉強できる環境を整える 

＊中予地区松山市や東予地区今治市救急2次輪番病院診療支援を行っており多くのＥＲ症例研修可能 

＜研修領域＞ 

1. 救急外来における初療（軽症・中等症から重症患者に対する診療含む） 

2. 救命的処置，外科的・整形外科的救急手技および処置 

3. 重症患者に対する救急手技・処置 

4. 救急診断と重症度に応じた包括的な治療方針や優先順位の判断。 

5. 集中治療室，救命救急センター病棟における入院診療。 

6. 救急医療の質の評価・安全管理・感染対策。 

7. 病院前救急診療（ドクターヘリ・ドクターカー）  

8. 災害医療・被ばく医療に関する研修 

9. 院内急変への対応，および院内教育・研修への従事 

10. 地域メディカルコントロール（MC）の目的と方法の習得 
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11. 臨床研究に関わる機会 

12. 基礎研究に関わる機会 

＜週間スケジュール   （ドクターヘリは当番制）＞ 
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和歌山県立医科大学附属病院（連携病院） 

＜病院機能＞ 三次救急医療施設（高度救命救急センター）、災害拠点病院、ドクターヘリ基地病院、地域メデ

ィカルコントロール（MC）協議会中核施設 

＜常勤専門医＞ 救急科指導医4名、その他の診療科専門医（集中治療専門医2名、脳神経外科専門医2名、

外科専門医3名、放射線診断専門医1名ほか） 

救急車搬送件数：5000台/年 

＜当施設の特徴＞ 和歌山県立医科大学附属病院救命救急センターは、高度救命救急センターとして三次救

急を担い、急病・外傷を問わずあらゆる救急患者に対して初期診療から集中治療、根治的治療まで中心的役割

を果たす体制を特徴としています。内科系・外科系を横断した幅広い急性期病態に対応し、必要に応じて各専

門診療科と連携しながら迅速かつ安全に診断・治療を進める総合的判断力を養うことが可能です。 

また本施設はドクターヘリ基地病院として病院前診療にも積極的に関与し、メディカルコントロールや災害医療

を含めた広範な救急医療を経験することができます。ER、ICU、病棟、さらには現場出動まで連続した診療環境

の中で、多職種連携やチーム医療を実践しながら、重症患者管理能力と救急医としてのマネージメント能力を

体系的に習得できる点が特徴です。 
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横浜労災病院（連携病院） 

＜病院機能＞ 救命救急センター、災害拠点病院、日本救急医学会専門医指定施設、日本集中治療医学会専

門医研修施設 

＜常勤専門医＞ 日本救急医学会指導医2名、日本救急医学会救急科専門医10名、日本集中治療医学会専

門医、日本小児科学会専門医、日本神経科学会専門医 

救急車搬送件数：約9000台/年 救急外来受診患者総数 23000人/年 

＜当施設の特徴＞ 横浜労災病院救命救急センターは、横浜市内の救命救急センターの一つとして、独歩来

院から救急搬送までほぼすべての救急患者を受け入れる北米型ER方式を採用しており、内因性・外因性を問

わず幅広い症例に対する初期診療能力を養うことができる施設です。年間約25,000人の救急患者を診療してお

り、小児から成人まで全年齢層の救急疾患に対応する中で、迅速な重症度・緊急度判断と初期対応能力を実践

的に習得することが可能です。 

また、初期診療にとどまらず、重症患者に対する集中治療や入院管理まで一貫して関与する体制を有しており、

ER診療とクリティカルケアの両方をバランスよく経験できる点が特徴です。特に地域特性として小児・周産期症

例の比率が高く、これらの領域を含めた幅広い救急対応能力を身につけることができます。さらに、救急搬送や

メディカルコントロール、災害医療にも関与し、地域救急医療体制の中核としての役割を担いながら、総合的な

救急医としての実践力を養うことができる環境です。 

 

 

 

 


